
【高知県公安委員会からのお知らせ】

　　学科試験及び実技試験により行い、合格基準はそれぞれ90パーセント以上の成績であることと

　する。ただし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。

　(1)　学科試験

　　 ア　警備業務に関する基本的な事項

　　 　張りに関すること。

　　 　る応急の措置に関すること。

　　検定を受けようとするする者は、次により検定申請の手続きを行うこと。

６　検定申請の手続き

　　 イ　法令に関すること

　(2)　実技試験

　　 ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両並びに車両による伴走及び周囲の見

　　 エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合におけ

　　 ア　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両並びに車両による伴走及び周囲の見

　　 　張りに関すること。

　　 　る応急の措置に関すること。

　　　 令和７年10月２日（木）午前９時00分から

　(2)　実施場所

　　　 徳島市山城町東浜傍示１番地１

　　　アスティとくしま

５　検定の方法

4　受検資格者

　　高知県内に住所を有する者（以下「県内に住所を有する者」という。）又は高知県外に住所を

　有する者で高知県内に設けられた警備業の営業所に所属する警備員（以下「県外に住所を有

　　 イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合におけ

　する警備員」という。）とする。　

　　10人

　四国４県公安委員会が共同で、警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項に規定する警備

記

２　実施日時及び場所

１　実施する検定の種別及び級

　　貴重品運搬警備業務　２級

員又は警備員になろうとする者に対する検定を次のとおり実施します。

公安委員会が行う直接検定の実施について（お知らせ）

３　検定の実施予定人員

　(1)　実施日時



　　使用してください。

７　検定手数料

　　受検対象者として確定した者は、検定手数料として、16,000円の額に相当する高知県収入証紙

　を検定申請書等の提出時に納付する必要がある。

　　なお、納付された手数料は返還しない。

８　検定の実施に関する問い合わせ先

　　高知県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業担当係

　　ア　 検定申請書　１通

　　　 疎明する書面、県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員がその属する営業

　　　 所の所在地を管轄する警察署に提出する場合にあっては、当該営業所に属することを疎明

　　　する書面　１通

　　　 メートル、横の長さ２．４センチメートルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載し

　※　検定申請書は、このホームページから様式を取り出して

　　付を締め切る。

　(1)　検定申請受付期間

　　　 たもの）　　２枚

　　にあっては、その属する営業所の所在地を管轄する警察署に提出すること。

　　　 なお、郵送又は代理人による申請は受け付けない。

　　イ　 県内に住所を有する者が住所地を管轄する警察署に提出する場合にあっては、住所地を

　(2)　受検対象者の確定方法

　　　 令和７年８月18日（月）から同年８月22日（金）までの午前８時30分から午後５時までの間

　　　 検定申請書等は、県内に住所を有する者にあっては住所地を管轄する警察署に、又は

　　　 受検対象者の確定方法は、先着順とし、検定の実施予定人員に達した時点で検定申請の受

　(3)　検定申請書等の提出方法

　　又は県下各警察署の警備業担当窓口

　(4)　提出書類等

　　その属する高知県内の営業所の所在地を管轄する警察署に、県外に住所を有する警備員

　　ウ　 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ３．０センチ

　(5)　受検票の交付

　　　 検定申請者に対しては、検定申請書を受理した警察署において受検票を交付する。

　　　　　　　　　　　　　 （電話番号０８８－８２６－０１１０　内線３０２２／３０２４）


